
　

宗
派
は
、
熊
本
地
震
と

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者

を
法
的
に
支
援
す
る
た

め
、
電
話
法
律
相
談
を
行

っ
て
い
る
。
月
曜
日
か
ら

金
曜
日
の
午
前
１０
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で
（
祝
日
、

宗
務
所
休
日
は
除
く
）
、

宗
派
顧
問
弁
護
士
２
人
が

担
当
す
る
。
期
間
は
来
年

３
月
末
ま
で
。
原
子
力
発

電
所
に
関
連
す
る
相
談
は

受
け
付
け
な
い
。

　

相
談
は
、
所
務
部
（
法

電
話
法
律
相
談
で

震
災
被
災
者
支
援

宗
派
顧
問
弁
護
士
が
対
応

制
担
当
）
に
電
話
で
申
し

込
む
。
相
談
の
概
要
な
ど

を
確
認
し
た
後
、
担
当
が

対
応
弁
護
士
を
紹
介
す

る
。
受
け
付
け
た
場
合
は

初
回
３０
分
、
２
回
目
３０
分

の
相
談
料
が
無
料
。な
お
、

通
話
料
は
相
談
者
負
担
。

　

詳
細
は
所
務
部
の
法
制

担
当
☎
０
７
５（
３
７
１
）

５
１
８
１
。


